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第２３９回三重県開発審査会 審議概要 

令和７年３月４日（火）１４時００分～   三重県勤労者福祉会館 研修室 

  

  三 重 県 

  (事務局) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 会  長 

 

  

 会  長 

 

三 重 県 

  (処分庁) 

 

会  長 

 

 委  員 

 

 会  長 

 

  津  市 

 (処分庁) 

 

 会  長 

 

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、ご出席いただき誠にありが

とうございます。 

 まず、開催に先立ちまして、建築開発課長の太田から、あいさつ申し上

げます。 

 

 （幹事 三重県建築開発課長から挨拶） 

 

 それでは、実質的な審議に入ることになりますが、三重県開発審査会条

例第４条第２項の規定に基づき、会長及び３人以上の委員が出席しなけれ

ば会議を開くことができないとされています。本日は、会長及び４人が出

席されていますので、本日の審査会は成立することを報告させていただき

ます。 

  

 本日ご審議いただきますのは包括議決案件が三重県１２件、津市３件、

松阪市１４件、桑名市２件、鈴鹿市２１件です。本審査案件は松阪市、鈴

鹿市が各１件です。 

 

審議については、「三重県開発審査会の公開に関する方針」により、包

括議決案件は公開、本審査案件は、法人の利益に関する情報が含まれるこ

とから、非公開となります。 

 

なお、本日の傍聴者は、いません。 

 

 まず、第２３８回開発審査会の議事録及び審議概要のご確認をお願いし

ます。 

 事前にご確認いただいているかと思いますが、なにか修正等はござい

ますでしょうか。 

 

 それでは、これにて第２３８回開発審査会の議事録及び審議概要を確定

したいと存じます。 

  

次に、包括議決案件について、まず三重県分から説明をお願いします。 

 

 （包括議決案件 １２件の報告） 

 

 

 ご質問等ございませんでしょうか。 

 

はい。 

 

 それでは、次に津市分の説明をお願いします。 

 

 （包括議決案件 ３件の報告） 

 

 

 ご質問等ございませんでしょうか。 
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 委  員 

 

会  長 

 

  松 阪 市 

 (処分庁) 

 

 会  長 

 

 委  員 

 

会  長 

 

  桑 名 市 

 (処分庁) 

 

 会  長 

 

 委  員 

 

会  長 

 

  鈴 鹿 市 

 (処分庁) 

 

 会  長 

 

 委  員 

 

 会  長 

 

   

はい。 

 

 それでは、次に松阪市分の説明をお願いします。 

 

 （包括議決案件 １４件の報告） 

 

 

 ご質問等ございませんでしょうか。 

 

はい。 

 

それでは、次に桑名市分の説明をお願いします。 

 

 （包括議決案件 ２件の報告） 

 

 

 ご質問等ございませんでしょうか。 

 

はい。 

 

 それでは、次に鈴鹿市分の説明をお願いします。 

 

（包括議決案件 ２１件の報告） 

 

 

 ご質問等ございませんでしょうか。 

 

はい。 

 

 それでは、三重県１２件、津市３件、松阪市１４件、桑名市２件、鈴鹿

市２１件の包括議決案件の報告を終了します。 

  

 

＊ これより先は、２件の本審査案件の審議であり、第２３９回三重県開発審査会の本審

査案件は、法人の許可申請に係る妥当性及び適合性を審査するもので、法人の利益に関

する情報が含まれる事項について取り扱うものであることから、三重県情報公開条例第

２７条第１号の規定に基づき、非公開として取り扱っています。 

 

１ 都市計画法第４３条第１項の規定に基づく建築行為許可申請に関する議案 

ア 申請地：松阪市地内 

イ 建築物の用途：住宅型有料老人ホーム・看護小規模多機能型居宅介護施設・老人 

短期入所施設 

ウ 主な意見や質問 

  ・ 申請者が運営する医療施設と、今回計画している施設の職員は同じなのか、

異なるのか。 

  ・ 相当の期間内に実施が見込まれる土地利用に支障を及ぼさない場所であるとい

うことを、どのように確認し、判断したのか。 

  エ 結論 

    承認した。 
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２ 都市計画法第２９条第１項の規定に基づく開発行為許可申請に関する議案 

ア 申請地：鈴鹿市地内 

イ 建築物の用途：社会福祉施設（特別養護老人ホーム、短期入所生活介護） 

ウ 主な意見や質問 

  ・ 連携先病院の近くということで、申請地に立地することとしたのか。それと

も、連携先病院の近くとなったのは単なる結果なのか。 

・ 申請面積は、適正なのか。 

・ 市街化区域での立地をまずは検討するという原則は、この案件にも適用され

るのか。 

  エ 結論 

    承認した。 


